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 貴社におかれましては、熊本の経済並びに市民のクオリティライフ向上のために、

日夜ご努力されていますことに敬意を表します。 
 さて、5 月 17 日付熊本日日新聞に、「県民百貨店継続か移転か 臨時株主総会で

提案へ」と題した記事が掲載されました。今月 29 日に開かれる臨時株主総会におい

て、今後の事業の方向性について、入居を前提に営業継続か移転を株主に提案し、

取締役会への一任を求められるようです。入居を前提に営業を継続する案では、株

主の方々に現在の資本金（4 億円）と同額程度の増資を求めることや、仮店舗及び再

開発ビル内の新店舗の面積が、再開発準備会社の提案でいけば内装等の新たな投資

が 26 億必要と試算されるとも報道されています。しかも、仮店舗期間が 200 人、新

店舗になった時で 450 人程度の雇用になるとのことですので、現行の雇用は大きく

削減されます。 
 これまでも私どもは、県民百貨店 1000 人、交通センタープラザテナント 400 人

の雇用を守ることは、桜町地区整備の大前提であるという立場で、議会で意見を述

べてきました。 
3 月 28 日に開催された「熊本市都市計画審議会」に提出された桜町再開発事業に

係る都市計画案の縦覧に対する意見書では、提出された意見の 3 分の 2 以上の 11 件

が県民百貨店関係者の方々からのものです。いずれも、事業の継続を前提として、

工事期間中の仮店舗の確保と雇用の継続、そして再入居後の雇用継続を要望されて

のものでした。そして、これらの重要な問題について従業員や組合との協議の場が

未だ持たれていない点も指摘してありました。県民百貨店が事業を継続できるか否

か、様々な形で働く 1000 人の従業員とその家族の方々の暮らしにかかわる重要な問

題として、桜町再開発のあり方が問われていると考えます。 
 県民百貨店関係者の方々が先の意見書でも触れられていましたが、現在の県民百

貨店は、岩田屋の事業継続が困難となる中で、存続を求める 14 万人署名が集められ

ました。そういう中で、熊本市の中心市街地・2 核 3 モールの１核となる桜町の百貨

店の灯を消してはならないと、県と市、商工会議所や地権者であった九州産交が阪

神百貨店を動かし、その支援のもとで、県下の企業や個人の方々の協力を得て、（株）

「県民百貨店」が設立され、名称を「くまもと阪神」としスタートしました。その

後、阪神百貨店との業務提携が終了したのちは、「県民百貨店」と名称を変え、名実

ともに県民の百貨店として営業を続けてきたといういきさつがあります。このよう



に、住民世論によって生まれ、住民に守られてきた百貨店だからこそ、従業員の方々

も県民の力で守ってもらった恩返しにと一生懸命働いてこられたとの思いが意見書

にも綴られていました。 
 熊本市が保留床取得者として参加し、国市の多額の補助金を投入する事業が、地

元の企業を追い出し、そこに働く労働者を路頭に迷わせるような再開発であっては

ならないと考えます。 
また桜町地区は、もともとは県庁のあったところで、熊本市も出資する第 3 セク

ターとして、「交通センター」がきわめて公共性の高い事業を行うということで、格

安に払い下げられ、事業がスタートしています。その公共性は、今も変わらないは

ずです。そういう意味でも、公共の福祉にかなった整備をすすめるべきであります。 
 以上のような理由から、桜町地区の整備については、地元の企業とそこに働く労

働者の雇用を最優先すべきと考えます。  
貴社の今後ますますのご発展に、私どももできる限りの応援をしてゆく所存でご

ざいます。 
よって、以下の点につきましてご高配賜りますようお願い申し上げます。 
 
１、 1000 人の従業員の雇用確保を第 1 に考えていただくこと 
２、 今後の事業方向性についても、組合や全従業員の声を十分に聞いていただい

たうえで、役員会で熟慮していただくこと 
                              以上   
 


